
       

茅野市（総務部）プレスリリース  

令和 8 年（2026 年）5 月 15 日 

茅野市職員の懲戒処分等に関する指針に基づき、地方公務員法上の懲戒処分を行った３事案につい

て公表するとともに、市長及び副市長の責任を明確にするための措置についてお知らせします。 

 

１ 旧白樺湖温泉すずらんの湯の設備損壊事案 

１ 被処分者(当時) 

産業経済部 課長 50 代 男性 

産業経済部 係長 50 代 男性 

産業経済部 担当（係長級） 50 代 男性 

２ 事件概要 令和６年３月末の施設閉鎖に際し、組織の連携不足により維持

管理に必要な電気契約を解約したことで設備の稼働が完全に停止

し、冬期の凍結等によってボイラーや配管が損壊したもの。この復

旧のため、市は約 4,000 万円の修繕費用を負担することとなった。 

課長については、管理監督責任及び組織的連携を取るよう働き

かけるなどの準備が不足していた。係長については、管理監督責任

及び組織内へのリスク共有が不足していた。担当については、施設

管理のリスクの検討及び情報共有が不足していた。 

３ 処分内容 戒告（昇給延伸３月） 

４ 処分年月日 令和８年４月２４日 

５ 管理監督者に 
対する措置 

部長職（当時）：訓告（文書） 

 

２ 戸籍情報の私的漏洩事案 

１ 被処分者 市民環境部 主任 30 代 男性 

２ 事件概要 令和７年６月 20 日及び令和７年 10 月 10 日、職務上知り得た本

市職員に関する婚姻情報２件について、本市職員である妻に口外

し、情報を漏洩させた。被害を受けた本市職員２名は、それぞれ婚

姻の事実を周囲に公表する前に、当該妻が既に知っていたことに

気づき発覚したもの。 

３ 処分内容 戒告（昇給延伸３月） 

４ 処分年月日 令和８年４月２４日 

５ 管理監督者に 
対する措置 

課長職（当時）：厳重注意（文書） 

係長職（当時）：訓告（文書） 

 

職員の懲戒処分の公表について 



 

 

 
茅野市 総務部 総務課 
（課長）矢島 （職員係長）平林 
電話：0266-72-2101（内線 134） 
F A X：0266-72-9040 
茅野市ホームページ：https://www.city.chino.lg.jp 

３ 業務用ＰＣによるセキュリティインシデント事案 

１ 被処分者 生涯学習部 会計年度任用職員 60 代 女性 

２ 事件概要 令和７年 12 月 13 日、職員が業務用 PC で業務に関わるサイト閲

覧中に詐欺広告を表示させ、偽のサポート窓口に電話をかけ不適

切な操作を行った。情報セキュリティポリシーにおける速やかな

報告等ができておらず、ウイルス感染の有無を確認するため、約

24 時間にわたり全庁のインターネット接続系システムを停止させ

る事態となった。 

３ 処分内容 戒告（※会計年度任用職員のため昇給がない） 

４ 処分年月日 令和８年４月２４日 

５ 管理監督者に 
対する措置 

課長職（当時）：厳重注意（文書） 

係長職（当時）：訓告（文書） 

 

４ 特別職（市長・副市長）の給料減額 

  度重なる職員の不祥事及び組織的な連携不足による公有財産の損壊を招いた管理責任を重く受

け止め、市長及び副市長の給料を減額する条例案を６月議会定例会に上程します。 

・対象者: 市長、副市長 

・減額内容: 給料月額の 10 分の１を１か月減額 

・趣旨: 市政への信頼を損なったことに対し、組織の長としての責任を明らかにするものです。 

 

 

 


